
JP 4092411 B2 2008.5.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（１） 基礎杭を施工する敷地又はこれに近接した敷地内で、先端を閉塞した処理用ケー
シングを地盤内へ押し込み沈設する。
（２） 基礎杭を施工して地上に排出される掘削泥土に改良処理をして、改良土を形成す
る。
（３） 前記処理用ケーシング内に、前記改良土を充填する。
（４） 前記処理用ケーシングの先端を開き、前記処理用ケーシングの先端から前記改良
土を地盤内に放出しながら、前記処理用ケーシングを地上に引き上げ、改良土柱を形成す
る。
（５） 以上のような手順を取ったことを特徴とする排土処理方法。
【請求項２】
処理用ケーシングは、鋼管の先端部外周に螺旋羽根を取り付けて構成する請求項１記載の
排土処理方法。
【請求項３】
（１） 基礎杭を施工する敷地内で、先端を閉塞した処理用ケーシングを地盤内へ押し込
み沈設する。
（２） 前記処理用ケーシングの沈設後、又は沈設に並行して、前記基礎杭を任意な方法
により施工して、地上に掘削泥土を排出し、該掘削泥土に改良処理をして、改良土を形成
する。
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（３） 前記処理用ケーシング内に、前記改良土を充填する。
（４） 前記処理用ケーシングの先端を開き、前記処理用ケーシングの先端から改良土を
地盤内に放出しながら、前記処理用ケーシングを地上に引き上げ、改良土柱を形成する。
（５） 以上のような手順を取ったことを特徴とする排土を処理する基礎杭工法。
【請求項４】
比較的地盤強度が弱い地盤に相当する範囲を地盤改良範囲として、該地盤改良範囲で、基
礎杭の構築予定位置の間に、処理用ケーシングを沈設する請求項３記載の排土を処理する
基礎杭工法。
【請求項５】
処理用ケーシングは、鋼管の先端部外周に螺旋羽根を取り付けて構成する請求項３記載の
排土を処理する基礎杭工法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　杭基礎を施工する際に、杭穴掘削する場合、発生する土泥を処理して、産業廃棄物とし
て処理する量を大幅に削減することを特徴とする排土処理方法及び排土を処理する基礎杭
工法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来のコンクリートパイルを使用した基礎杭は、一般に、その杭穴の築造時に掘削土が
排出され、その掘削土は産業排出物として取扱われ、通常、施工現場外へ搬出処理されて
いる。施工現場の周囲が空き地で敷地に余裕がある場合には、固化剤を多少加え地表面に
盛土などすることもあったが、総じて掘削土の処理が不充分で環境面から問題であった（
非特許文献１）。これは、現場造成杭の施工においても同様な問題点があった。
【０００３】
　とりわけ、セメントミルク等を注入する工法では、処理すべき残土にセメントミルクが
混ざっているので、これを除き、あるいは中和等の処理をして、現場外へ排出する必要が
あり、この処理が煩雑であった。
【０００４】
　また、一方、いわゆる地盤改良工法では、混合処理により地盤表層の土を取り除きに、
これに地盤改良材を撹拌混合して取り除いた地盤に埋め戻す工法や、土泥を地盤に埋め込
む方法としては、サンドコンパクション法等が提案されている。
【０００５】
　また、掘削により発生する土泥を、掘削孔より排出すると同時に杭穴外で固化剤（セメ
ント系等）と混合し改良土とし、その改良土を掘削オーガーの先端より圧送し杭穴内に注
入し充填する工法が提案されている（特許文献１）。
【０００６】
　また、筒状ケーシングとオーガースクリュウを地盤中に掘削貫入させ、掘削により発生
する土泥を杭穴外に排出し、その土泥を地上でセメント系固化剤等と混合撹拌し、ケーシ
ング内に充填する工法が提案されている（特許文献２）。
【０００７】
【非特許文献１】
「杭基礎の調査・設計から施工まで」，第二回改訂版，土質工学会，平成５年５月５日，
５３８頁乃至５３９頁
【０００８】
【特許文献１】
特開平８－２６０４５０
【０００９】
【特許文献２】
特開平８－１５１６２７
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【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
　地盤の掘削土の処理としては、現場からの搬出は産業排出物として処理後の廃棄場所が
新たに必要で環境面および経済的にも負担が多った。
【００１１】
　前記既存の地盤改良工法での処理は、混合処理による場合では、施工現場の土地は一般
に狭いため簡易な混合処理により地盤表層では処分量が限られいため施工現場内での処分
が待望されていた。また、サンドコンパクション法による場合は別設備が必要な上に振動
・騒音が激しく、更に採用できる土質が限定されている等の欠点があった。
【００１２】
　また、施工現場内での処分としての前記の方法では夫々以下の問題があった。
【００１３】
　即ち、特許文献１の方法では、掘削ロッドが掘削土の排出および改良土の注入と兼ねて
いるために構造的に複雑であり、かつ、改良土をロッドの中空孔を通して圧入するために
掘削土を細かく粉砕する必要があった。また、特許文献２では、オーガー掘削とケーシン
グの貫入と同時に掘削土全量を排出することが困難で、さらに固化剤と混合した後にその
ケーシング内に充填するために、地盤掘削と同時に埋め込みができないので仮置き場所が
必要で時間が別に要する欠点等があった。
【００１４】
　また、総じて、施工場所の地盤改良と基礎杭造成は、別々独立に施工され両者を組み合
わせて、同一地盤で実施し、且つ、排出排土の少ない環境に優しい工法は提案されていな
かった。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　然るにこの発明では、基礎杭を施工する敷地等に処理用ケーシングを沈設して、基礎杭
の工事で生じる掘削泥土を改良処理して形成した改良土を、処理用ケーシングに充填する
ので、前記問題点を解決した。
【００１６】
　即ちこの発明は、
（１） 基礎杭を施工する敷地又はこれに近接した敷地内で、先端を閉塞した処理用ケー
シングを地盤内へ押し込み沈設する。
（２） 基礎杭を施工して地上に排出される掘削泥土に改良処理をして、改良土を形成す
る。
（３） 前記処理用ケーシング内に、前記改良土を充填する。
（４） 前記処理用ケーシングの先端を開き、前記処理用ケーシングの先端から前記改良
土を地盤内に放出しながら、前記処理用ケーシングを地上に引き上げ、改良土柱を形成す
る。
（５） 以上のような手順を取ったことを特徴とする排土処理方法である。
【００１７】
　また、前記において、処理用ケーシングは、鋼管の先端部外周に螺旋羽根を取り付けて
構成する排土処理方法である。
【００１８】
　また、他の発明は、
（１） 基礎杭を施工する敷地内で、先端を閉塞した処理用ケーシングを地盤内へ押し込
み沈設する。
（２） 前記処理用ケーシングの沈設後、又は沈設に並行して、前記基礎杭を任意な方法
により施工して、地上に掘削泥土を排出し、該掘削泥土に改良処理をして、改良土を形成
する。
（３） 前記処理用ケーシング内に、前記改良土を充填する。
（４） 前記処理用ケーシングの先端を開き、前記処理用ケーシングの先端から改良土を
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地盤内に放出しながら、前記処理用ケーシングを地上に引き上げ、改良土柱を形成する。
（５） 以上のような手順を取ったことを特徴とする排土を処理する基礎杭工法である。
【００１９】
　また、前記おいて、比較的地盤強度が弱い地盤に相当する範囲を地盤改良範囲として、
該地盤改良範囲で、基礎杭の構築予定位置の間に、処理用ケーシングを沈設する排土を処
理する基礎杭工法である。更に、処理用ケーシングは、鋼管の先端部外周に螺旋羽根を取
り付けて構成する排土を処理する基礎杭工法である。
【００２０】
　前記における掘削泥土とは、水分含有量が多い地盤あるいは掘削時に水を注入した工法
を採用した場合には、泥水に近い掘削泥水が生じ、水分含有量が多くない地盤や乾式工法
を採用した場合には、土に近い掘削残土が生じ、これら泥水、土を総称して、掘削泥土と
する。
【００２１】
　また、前記における近接した敷地とは、基礎杭を施工する敷地と異なる敷地であって、
一般的な搬送手段により、基礎杭の位置から処理用ケーシングの位置まで、処理前の掘削
泥土又は処理後の改良土を搬送できる程度の離れている敷地をいう。
【００２２】
　また、前記における掘削泥土の改良処理とは、主に掘削泥土に固化材料を混入して撹拌
処理する方法をいうが、掘削泥土を脱水処理する方法、掘削泥土に砂・砕石・粘土等の各
種地盤材料を混入撹拌する方法等の各方法の単独又は併用して行う処理をも含む。ここで
、固化材料とは、セメントミルク等の水硬性の材料を指す。
【００２３】
【発明の実施の形態】
（１） 先ず、杭穴掘削工事をする前に、杭穴施工地点近傍の地盤改良したい所要地点に
、底を塞いだ螺旋付き鋼管からなる処理用ケーシングを貫入埋設して、掘削泥水を埋め込
みする中空部を設ける。
【００２４】
　次に、先行掘りあるいは中掘り工法により所定の方法により杭穴掘削し、杭穴内に所定
固化強度のソイルセメント層を充填させる。この杭穴掘削時あるいは掘削後に注入する水
あるいはセメントミルク等が混入した掘削泥土を地上に排出する。
【００２５】
　次に、排出に応じて、この排出した掘削泥土に固化剤（適宜種類）を適宜量添加し所定
固化強度を有する半練状の改良土を形成する。この改良土を、前記の準備された処理用ケ
ーシングの中空部に流し込む。
【００２６】
　次に、処理用ケーシングの底を開き、処理用ケーシングを回転しながら地上に引き上げ
、底より改良土を放出する。改良土は地中に残置され、改良土柱を築造する。改良土柱が
固化すれば所要強度の地盤が完成する。
【００２７】
　この方法を、各杭穴掘削と同時に順次同様に改良土柱を形成し、杭穴築造と略同時に地
盤改良工事も完了する。
【００２８】
（２） 前記における杭穴掘削による杭穴造成は、先掘り後に既製杭を埋設する工法、杭
穴掘削と同時に既製杭を埋設する中掘り工法、及び現場造成杭等の杭基礎造成時に排出さ
れる掘削土等に利用できるもので、一般的な掘削泥土に対応できる。
【００２９】
　杭穴造成時にセメントミルクなど固化剤を注入し杭周辺の地盤を強化しており、排出物
での両者の分離が面倒な状態の排出物となっている場合には、ある程度改良された掘削泥
土混合物となっているので、所定の固化強度の地盤に調整するのが容易となり特に有効で
ある。
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【００３０】
（３）処理用ケーシングは、螺旋翼付き鋼管から構成し、回転させながら埋め込むが、地
盤により螺旋翼の形状、厚さ、大きさを調節し、更に、押し込み速度と駆動機の負荷のバ
ランスを取り、処理用ケーシングを埋設することにより、掘削泥土が排出されないように
埋め込む。
【００３１】
また、鋼管の底部は、埋め込み時は閉塞されており、処理用ケーシング内に改良土が流し
込まれた後は、鋼管の逆回転により開放あるいは一部開放し、螺旋翼で鋼管周辺の地盤を
押し固めつつ、鋼管を引抜きながら鋼管内部の改良土を地中に放置していくことができる
。
【００３２】
（４） 掘削泥土と固化剤の混合、調合については、改良すべき地盤の地盤改良の要求仕
様（地盤強度等）にあわせて地盤改良し鋼管の中空部内に埋設する。また、必要により適
宜脱水処理等をすれば、改良土の水分量調節も可能である。
【００３３】
　また、施工現場の地上で、掘削泥土の排出に合わせて以下のような方法により改良地盤
に適宜造成できる。
・掘削泥土のままで多少砕いた程度で調整せずそのままで埋め込み地盤改良。
・掘削泥土とセメントミルク（固化剤）を混合し所定固化強度とするソイルセメントによ
る改良土柱。
・掘削泥土が砂の場合は、砂杭による改良土柱。
・掘削泥土が砕石の場合は、砕石杭による改良土柱。
【００３４】
【実施例１】
　図１～４に基づきこの発明の実施例を説明する。
【００３５】
［１］処理用ケーシング１０
【００３６】
　鋼管（外径Ｄ０、長さＬ）１の下端部に、短鋼管（外径Ｄ２）３を嵌装固定し、短鋼管
３の外側面に螺旋羽根５を突設する。螺旋羽根５は、ドーナツ状の基体（外径Ｄ３）を一
半径６で切断したものを捻って形成する。
【００３７】
　また、鋼管１の下端には、底蓋７が取り付けてあり、地上からの操作で、開くことがで
きるようになっている（図示していない）。以上のようにして、処理用ケーシング１０を
形成する。蓋７は、鋼管１の端面に当接した状態で短鋼管３の内側に嵌挿されている。
【００３８】
　鋼管１の長さＬは、改良すべき軟弱地盤層の厚さ（深さ）等により選択される。鋼管１
の外径Ｄ０は、処理すべき排出掘削土の量、長さＬ、処理用ケーシング１０の埋設間隔等
により、適宜選択される。
【００３９】
［２］基礎杭２１の構築
【００４０】
（１） 建造物の構築現場で、比較的地盤強度が弱い地盤（いわゆる軟弱地盤）に相当す
る範囲を地盤改良範囲（平面位置）１３とし（図２（ｃ））、各基礎杭２１の構築予定位
置の間に処理用ケーシング１０、１０を埋設する。
【００４１】
　前記における処理用ケーシング１０の埋設は、杭打ち機のオーガー１５の先端に処理用
ケーシング１０を取付けし（図２（ａ））、正回転すると、螺旋羽根５により地盤を崩し
ながら、地盤に処理用ケーシング１０を押し込め貫入させることができる（図２（ｂ））
。
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【００４２】
　ここで、蓋７は、下方への押し込み状態で、常に下方から押圧されるので、処理用ケー
シング１０の底に装着された状態で、短鋼管３で横方向の移動が規制され、鋼管１の下面
に当接したまま、鋼管１の底を塞ぐことができる。従って、螺旋羽根５で破砕された掘削
土は、処理用ケーシング１０の底が蓋７で閉鎖されており、かつ上方に排土手段が無いの
で、螺旋羽根５の直上に留まり、揚上されない。従って、処理用ケーシング１０の鋼管１
の周囲に崩された掘削土が留まり、地上への排土がなされない。
【００４３】
　所定位置（深さ）に、処理用ケーシング１０が達したならば、オーガー１５を外す（図
２（ｃ））。同様の工程により、必要な数の処理用ケーシング１０、１０を埋設しておく
。また、前記における処理用ケーシング１０の埋設位置は、構築予定の基礎杭２１の性能
に支障がない程度に基礎杭２１より離れた位置に埋設することが必要である。
【００４４】
（２） 次に、先掘工法あるいは中掘工法により、杭穴を掘削し、杭穴内に所定固化強度
のソイルセメント層を形成する。続いて、杭穴内に既製杭を下降して埋設する（図示して
いない）。
【００４５】
（３） 杭穴掘削に地上２２に排出される掘削土１７、あるいは掘削後に注入する水ある
いはセメントミルク等が混入した掘削土１７を地上に排出して、処理スペース１８に溜め
置く（図３（ａ））。次に、排出に応じて、この掘削土１７に固化剤を適宜添加して所定
固化強度を有する半練状の改良土１９を形成する。
【００４６】
（４） 次に改良土１９を処理用ケーシング１０の鋼管１内に充填する（図２（ｄ）、図
３（ａ））。尚、充填は、トレミー管などを使用して処理用ケーシング１０の底１１付近
から充填する方法、あるいは、地上２２付近から落下させる方法、などいずれの充填方法
でも可能であり、注入用の特殊設備を要しない。
【００４７】
（５） 次に、処理用ケーシング１０の上端部にオーガー１５を取付けする。オーガー１
５により処理用ケーシング１０を逆回転すると共に、処理用ケーシング１０上昇させると
、処理用ケーシング１０の底１１から底蓋７が外れ（図１（ｃ）鎖線図示７）、処理用ケ
ーシング１０の底１１から底蓋７とともに改良土１９を吐出しながら引き上げる（図２（
ｅ））。この逆回転により、処理用ケーシング１０の螺旋羽根５により掘進時に緩んだ土
砂を下方に押圧し、周辺の地盤を押し固めると共に、排土を抑えることができる。
【００４８】
（６） 処理用ケーシング１０を地上に引き上げると、改良土柱２０が形成され（図２（
ｆ））、改良土柱２０が固化すれば所要強度の地盤が完成する。
【００４９】
（７） この方法を、各杭穴掘削と同時に順次同様に改良土柱２０、２０を形成し、杭穴
築造と略同時に地盤改良工事も完了する（図３（ａ）（ｂ））。前記において、１つの基
礎杭２１の構築に、多くの掘削土１７が排出される場合には、前記（３）～（６）の方法
を繰り返し、１つの基礎杭２１に対して１つ又は複数本の改良土柱２０、２０を形成する
。また、掘削土の排土が少ない場合には、複数の基礎杭２１、２１に対応して、１本の改
良土柱２０を形成する。
【００５０】
［３］他の実施例
【００５１】
（１） 前記実施例において、底蓋７は、短鋼管３の内側に嵌挿して、鋼管１の下面に当
接させたが、短鋼管３を設けず、直接に螺旋羽根５を鋼管１に取り付けた場合には、底蓋
７は鋼管１内に嵌挿して、鋼管１の上昇を規制するストッパーを取り付ける（図示してい
ない）。
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【００５２】
　また、前記実施例において、底蓋７は、処理用ケーシング１０を押し込んだ際に、土圧
に抗して、鋼管１の底を密封して鋼管１内の中空を保ち、処理用ケーシング１０を引き上
げる際に、鋼管１の底の一部又は全部を開放して、充填した改良土を底から排出できれば
、その構造は任意である。
【００５３】
　例えば、処理用ケーシングの底に、半径方向に４分割した扇型の底蓋片７ａの曲線部分
をヒンジ８で取り付けて構成することもできる（図４）。この場合、処理用ケーシング１
０を押し込んだ際に、土圧に抗して、鋼管１の底を密封でき、処理用ケーシング１０を引
き上げると、各底蓋片７ａ、７ａは、ヒンジ８で回動して、底を開くことができる（図４
（ａ）（ｂ）。鎖線図示７ａ）。
【００５４】
　また、他の底蓋として、半径方向に４分割した扇型の底蓋片７ａを水平面内で回動自在
に取付け、処理用ケーシング１０を押し込んだ際（処理用ケーシング１０を正回転する）
に、底蓋片７ａが底１１に設けた開口を塞ぎ、処理用ケーシング１０を引き上げる際（処
理用ケーシング１０を逆回転する）底蓋片７ａが回動して底１１に設けた開口を開放する
ように構成することもできる（図示していない）。
【００５５】
　また、他の底蓋として、螺旋羽根５を取り付けて底を開放した鋼管１に、底を塞いだ内
筒を嵌挿して、該内筒の底を、底蓋とすることもできる（図示していない）。この場合に
は、処理用ケーシング１０を押し込み時に内筒と共に鋼管１を押し込み、所定深さで内筒
を引き抜いた後に、鋼管１内に改良土を充填する。
【００５６】
（２） 前記実施例において、処理用ケーシングは、鋼管１に螺旋羽根５を取り付けて構
成したが、改良土を注入できる中空部を有し、かつ底を閉塞して地盤内に埋設できれば、
その構造は任意である（図示していない）。
【００５７】
（３） また、前記実施例において、処理用ケーシングはほぼ等間隔に並列したが（図３
（ａ））、平面方向の地盤強度の分布や地中障害物の存在等により、必要本数を埋設でき
、かつ必要な地盤強度に改良できれば、配列は任意である（図示していない）。
【００５８】
（４） また、前記実施例において、処理用ケーシング１０は、基礎杭２１の構築に先立
ち埋設したが、総ての処理用ケーシング１０を先に埋設する必要はない。即ち、基礎杭の
工事で生じる掘削泥土に固化材料を混ぜて改良土が完成するまでに、少なくともその改良
土を充填するだけの本数の処理用ケーシング１０が埋設されていれば良い。
【００５９】
（５） また、前記おける基礎杭２１の構築工法は、掘削した杭穴内に鉄筋篭及びコンク
リートを入れる現場造成杭など、任意の工法に対応できる。また、各工法で、地上の排出
される任意の成分の排出物（例えば、各種掘削補助剤等が混入した掘削泥土）にも対応で
きる。
【００６０】
（６） また、前記において、基礎杭２１を構築する敷地内に、処理用ケーシング１０を
埋設して改良土柱２０を形成すれば、効率的に処理できるが、基礎杭２１を構築する敷地
に近接した場所に、地盤改良対象の地盤がある場合、例えば、隣り合う敷地、向かい合う
敷地などに処理用ケーシング１０を埋設して改良土柱２０を形成することもできる（図示
していない）。この場合には、基礎杭２１を構築する敷地又は近接した敷地に、処理スペ
ース１８を設置し、基礎杭２１位置から処理スペース１８まで掘削土１９を搬送する手段
、又は処理スペース１８から処理用ケーシング１０まで改良土１９を搬送する手段が別途
必要となる。従って、搬送手段があれば、基礎杭２１位置と処理用ケーシング１０の位置
がある程度離れた場合であっても、本発明を適用できる。
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【００６１】
【発明の効果】
（１） 掘削泥土を、杭穴築造時に注入した固化剤などと混合したままで、同一施工敷地
内で使用しているので、敷地外への掘削泥土の排出が大幅に減らすことができる効果があ
る。敷地外への搬出およびその後の産業廃棄物処理も不要となる効果がある。とりわけ、
杭穴内に注入した各種固化材料を含んだ掘削泥土が排出された場合であっても、含有する
固化材料を処理することなく、固化材料を追加添加してそのまま改良土として使用できる
効果がある。
【００６２】
（２） 改良土として、地上に排出される掘削泥土を使用することにより、敷地内の地盤
改良として使用できる。同一敷地内の所定位置に、杭穴築造と同時にその排出土を使用し
て地盤改良をすることができるので、新たな地盤改良工事をする必要がない。即ち、新た
な地盤改良の設備、材料の調達および工事が不要となる効果がある。
【００６３】
（３） また、処理用ケーシングを使用し回転しながら埋め込むので、その内部に改良土
を埋め込み、処理用ケーシングの引抜きと同時に改良土を所定地盤に残置するため埋め込
みが容易であり、従来のように改良土の埋め込みに係わる掘削土の微細化あるいは注入設
備等も不要となる効果がある。また、処理用ケーシングとして螺旋付き鋼管を使用すれば
、処理用ケーシングの埋設に排土が一切無く、処理用ケーシングの押し込みにより地盤を
締め固めることができる。
【００６４】
（４） 杭穴掘削と同時に、掘削泥土の改良及び埋め込みが併行作業されるので掘削泥土
全量を溜め置く為の大きな専用の山積場所が不要であり、１つの基礎杭から排出される程
度の少量の掘削泥土に固化剤を混ぜ合わせることができるような小さい溜め置き場所を要
するのみとすることができる効果がある。
【００６５】
（５） 杭穴掘削工事と、処理用ケーシングの埋め込み工事は同一機械で可能であり、新
たな機械の設置が不要であり、機械の施工順序の工夫のみで容易に工事ができる効果があ
る。また、処理用ケーシングは繰返し利用できるので強度を高めて製作しても経済的であ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施例に使用する処理用ケーシングで、（ａ）は正面図、（ｂ）平
面図、（ｃ）は縦断面図である。
【図２】　（ａ）～（ｆ）は、この発明の処理方法を説明する概略した縦断面図である。
【図３】　（ａ）この発明により構築した基礎杭群（敷地）の平面図、（ｂ）は（ａ）の
Ａ－Ａ線における断面図である。
【図４】　この発明の実施例に使用する他の処理用ケーシングで、（ａ）は一部縦断面図
、（ｂ）は底面図である。
【符号の説明】
１ 鋼管
５ 螺旋羽根
６ 一半径
７ 底蓋
１０ 処理用ケーシング
１１ 処理用ケーシングの底
１３ 地盤改良範囲
１５ オーガー
１７ 掘削土（掘削泥土）
１８ 処理スペース
１９ 改良土
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２０ 改良土柱
２１ 基礎杭
２２ 地上

【図１】 【図２】
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